
正
誤

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
付
け
奈
良
県
公
報
号
外
第
四
十
七
号
正
誤
表

題
名

㌻
行

誤
正

奈
良
県
行
政
組
織
規
則
等
の
二
十
二
十
第
十
三
項
ま
で
を
三
項
第
十
二
項
ま
で
を
三
項

一
部
を
改
正
す
る
規
則

九
ず
つ
繰
り
上
げ

ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条

第
十
三
項
中
「
副
主
幹

」
の
下
に
「
及
び
副
主

任
」
を
加
え
、
同
項
を

同
条
第
十
項
と
し

四
十
三
十
第
七
条

第
八
条

二四
十
十
八
食
農
部
農
業
水
産
振
興
食
農
部
農
業
水
産
振
興

三
課
課

課

奈
良
県
行
政
文
書
管
理
規
程
三

二
十
「

「

農

水

振

農

水

振

の
一
部
改
正

一

農

農

経

」
」
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